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緊急事態宣言発令に伴う新型コロナウイルス感染対策の更新について 

                           

本学における新型コロナウイルス感染対策については、ホームページやポータルサイト

等でお知らせしてきたところですが、４月７日に緊急事態宣言が発令されたことを受け

て、対策を強化しましたので、これまでお知らせした内容も含め、お知らせいたします。 

我が国においては感染拡大の状況が日に日に厳しさを増しており、一人一人に、より一

層の感染防止策の徹底が求められております。 

今回の緊急事態宣言発令に伴い改正された政府の基本的対処方針においては、３つ密

（①換気の悪い密閉空間、②多くの人が密集、③近距離での会話や発声）だけでなく、人

混みや近距離での会話、大きな声を出すことや歌うこと、激しい呼吸や大きな声を伴う運

動についても感染リスクが指摘されています。自分自身がいつ感染源になってもおかしく

ない状況を理解し、以下の感染対策を確実に実施するようお願いします。 

本文及び別紙２については、これまでお知らせした内容から変更・追加した部分を朱書

きしております。 

なお、新型コロナウイルスの感染拡大等の状況によっては、対策の更なる見直しを行う

場合がございますので、あらかじめご了承願います。 

 

１．体調の管理について 

学生は、毎朝体温の確認を行ってください。３７．５℃以上の場合には、所属学部の

教務・学生担当係へ電話で連絡し、自宅アパート等で経過観察を行ってください。熱な

どの症状があった場合など、経過観察が必要な症状については、別紙１で確認してくだ

さい。経過観察期間中、特別欠席扱いとなった授業科目については、経過観察後速やか

に特別欠席願（基礎教育科目は様式が異なるので留意。）を「経過観察体調チェックシ

ート」と合わせて所属の教務・学生担当係へ提出してください。 

２．授業について 

授業の実施に当たっては、学年暦を概ね２週間延期し、4月22日（水）からの授業開

始とするほか、別紙２の「（２）授業の実施に当たっての措置」のとおり講じます。今

後、感染拡大等の状況によっては更に変更する場合もあります。 

３．授業開始までの間及びキャンパス外での過ごし方 

学生は、授業開始までの間、「経過観察体調チェックシート１」により、毎日体温と

体調の確認を行うとともに、別紙２の「（３）授業開始までの間及びキャンパス外での

過ごし方」に従い、感染拡大リスクを最小限に抑えるための行動を取ってください。 

４．キャンパス内での生活について 

学生は、手洗い、咳エチケットを確実に実施してください。また、サークル等課外活

動や宴会、コンパは、５月６日（水）まで禁止とします。課外活動は、キャンパス外に

おける活動及び大会参加も５月６日（水）までは禁止とします。詳細は、別紙２の

「（４）キャンパス内での生活について」を確認してください。 

５．就職活動について 

県外へ移動しての就職活動は当分の間、原則禁止とします。企業等に対しては、Web

による面接などを依頼してください。詳細は、別紙２の「（５）就職活動について」を

確認してください。 



６．ゴールデンウィーク期間を含め県外への移動の禁止 

学生は、感染リスクを最小限に抑えるため、ゴールデンウィーク期間も含め、当分の

間、海外旅行は当然のこと、人が集まる場所や帰省など、宮崎県を越えての移動は、原

則禁止とします。 

 

【３７．５℃以上の熱や強い倦怠感などの症状があった場合の連絡先】 

学部名 連絡先 

教 育 学 部 ０９８５－５８－２８９１ 

医 学 部 

０９８５－８５－９１９４ 

０９８５－８５－９２４３ 

０９８５－８５－９８３１ 

０９８５－８５－９１９５ 

工 学 部 ０９８５－５８－２８７４ 

農 学 部 ０９８５－５８－３８３４ 

地域資源創成学部 ０９８５－５８－７８４７ 

 

 



別紙１ 
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緊急：新型コロナウイルス感染対策 3 

学生の登校の可否に関わる対応について 
 

新型コロナウイルス感染症が世界各国で拡大する中、我が国においても、感染者数は増加傾

向にあります。 

そのため、宮崎大学では感染拡大を防止する観点から、下記に該当する学生の登校を制限す

ることとました。 

つきましては、別紙「COVID－１９；学生の登校の可否に関わる対応」を確認し、下記に該

当する場合には、所属の教務・学生担当係へ連絡し自宅待機するなど、別紙の内容に適切に従

い、感染拡大防止に努めてください。 

また、国立大学協会会長より令和 2 年 3 月 5 日に発せられた要請の趣旨を踏まえ、感染リ

スクを最小限に抑えるための行動を取っていただくとともに、帰省や海外旅行を含め、居住地

域を越えての移動は、できるだけ控えるようお願いいたします。 

 

記 

〔登校禁止対象〕 

１）大学が指定した国・地域（令和 2 年 3 月 31 日現在、全世界が対象）から宮崎に戻って

きた学生および新型コロナウイルス確定患者の濃厚接触者である学生 

２）３７．５度以上の発熱、強い倦怠感、強い空咳、息苦しさ、味覚・嗅覚の異常がある学生 

３）３７．５度以上の発熱、軽度の鼻汁や咽頭痛のある学生 

 

〔登校禁止期間〕 

上記１）に該当する学生：２週間の自宅待機（登校禁止）【特別欠席】 

上記２）に該当する学生：自宅待機（登校禁止）【特別欠席】 

上記３）に該当する学生：自宅待機（最長４日間の登校禁止）【特別欠席】 

 

※ 新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、特別欠席扱いとなります。 

 

〔連絡先〕学生→各部局の教務・学生担当係 

（各部局の教務・学生担当係は部局長に報告の上、学生支援部学生生活支援課へ報告、学生生

活支援課は取りまとめの上、安全衛生保健センターへ報告） 

 

※緑書部分は、令和 2 年 3 月２３日以降に追記した部分 



【COVID-19；学生の登校の可否に関わる対応】
下記のような症状がある時に教育実習、病院実習がある場合には、実習先にも相談すること

濃厚接触者の認定は、保健所および公的機関が行う。
＊濃厚接触者；保健所および公的機関により濃厚接触者と認定された学生はた
だちに所属の教務・学生担当係まで申し出ること。
（濃厚接触者とは、マスクなどの感染防御をせずに罹患者と長時間接した等）
＊寮生については、自宅を寮と読み替えて対応。但し、寮内の居場所は学生生
活支援課と安全衛生保健センターが協議して指示する。

＊学生から連絡を受けた部局の教務・学生担当係は、学生支援部学生生活支援
課へ報告する。学生生活支援課は、各部局からの報告を取りまとめて安全衛
生保健センターへ報告する。

別紙

風邪症状がなくても、急に
においや味が分からなく
なった場合は、安全衛生保
健センターに電話で相談す
ること。TEL0985-58-3423



倦怠感 息苦しさ 咳 味覚・嗅覚異状

□なし □なし □なし □なし
□少しある □少しある □少しある □少しある
□強くある □強くある □強くある □強くある
□なし □なし □なし □なし
□少しある □少しある □少しある □少しある
□強くある □強くある □強くある □強くある
□なし □なし □なし □なし
□少しある □少しある □少しある □少しある
□強くある □強くある □強くある □強くある
□なし □なし □なし □なし
□少しある □少しある □少しある □少しある
□強くある □強くある □強くある □強くある
□なし □なし □なし □なし
□少しある □少しある □少しある □少しある
□強くある □強くある □強くある □強くある
□なし □なし □なし □なし
□少しある □少しある □少しある □少しある
□強くある □強くある □強くある □強くある
□なし □なし □なし □なし
□少しある □少しある □少しある □少しある
□強くある □強くある □強くある □強くある
□なし □なし □なし □なし
□少しある □少しある □少しある □少しある
□強くある □強くある □強くある □強くある
□なし □なし □なし □なし
□少しある □少しある □少しある □少しある
□強くある □強くある □強くある □強くある
□なし □なし □なし □なし
□少しある □少しある □少しある □少しある
□強くある □強くある □強くある □強くある
□なし □なし □なし □なし
□少しある □少しある □少しある □少しある
□強くある □強くある □強くある □強くある
□なし □なし □なし □なし
□少しある □少しある □少しある □少しある
□強くある □強くある □強くある □強くある
□なし □なし □なし □なし
□少しある □少しある □少しある □少しある
□強くある □強くある □強くある □強くある
□なし □なし □なし □なし
□少しある □少しある □少しある □少しある
□強くある □強くある □強くある □強くある

※次のような症状があった場合には、すぐに所属の教務・学生担当係へ電話で連絡してください。
〇37.5℃以上の体温  〇強い倦怠感  〇強い空咳  〇息苦しさ 〇味覚・嗅覚異状

※経過観察中、外出した場合や人と会った場合には「外出等記録」の欄に外出先や会った人を記載してください。

備考

経過観察体調チェックシート１（2週間の経過観察）

月  日 ： ℃

月日 検温時間 体温

℃：月  日

体調

所属学部・研究科 氏名

月  日 ： ℃

月  日 ： ℃

℃

月  日 ： ℃

月  日 ： ℃

月  日 ： ℃

月  日 ： ℃

15日目
   待機期間中（14日間）、症状が出なかった場合には、登校して、このチェックシートを
  所属の教務・学生担当係へ提出してください。

外出等記録

7日目

8日目

9日目

10日目

11日目

12日目

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

月  日13日目

14日目

日目

： ℃

月  日 ： ℃

月  日 ： ℃

月  日 ： ℃

月  日 ：

月  日 ： ℃



倦怠感 息苦しさ 咳 味覚・嗅覚異状

□なし □なし □なし □なし
□少しある □少しある □少しある □少しある
□強くある □強くある □強くある □強くある
□なし □なし □なし □なし
□少しある □少しある □少しある □少しある
□強くある □強くある □強くある □強くある
□なし □なし □なし □なし
□少しある □少しある □少しある □少しある
□強くある □強くある □強くある □強くある
□なし □なし □なし □なし
□少しある □少しある □少しある □少しある
□強くある □強くある □強くある □強くある

※経過観察中、外出した場合や人と会った場合には「外出等記録」の欄に外出先や会った人を記載してください。

経過観察体調チェックシート２（発熱等症状がある場合）

日目 月日 検温時間 体温 備考

所属学部・研究科 氏名

体調

℃

2日目 月  日 ： ℃

5日目
   37.5℃以上の熱が4日以上続く場合や、強い倦怠感、息苦しさ、味覚・嗅覚異状がある場合には
  すぐに所属の教務・学生担当係へ電話で連絡してください。
   また、帰国者・接触者相談センターに電話で相談してください。

外出等記録

3日目 月  日 ： ℃

4日目 月  日 ： ℃

1日目 月  日 ：



※赤字部分は今回の更新部分 別紙２ 
（１）授業の実施に当たっての措置 

①前学期の学年暦を概ね２週間延期（４月２２日から授業開始）する。 

②当分の間、学生食堂の混雑を回避するため、１・２時限から７・８時限の授業を１５分短

縮して実施する。ただし、この場合でもレポート等を求めるなどして１単位４５時間の学

修の時間は確保する。 

【授業時刻表】 

時限 本来の時間 
短縮した場合の時間 

（4月22日から当分の間） 

第１・２時限 8:40-10:10 8:40-9:55 

第３・４時限 10:30-12:00 10:15-11:30 

第５・６時限 13:00-14:30 13:30-14:45 

第７・８時限 14:50-16:20 15:05-16:20 

第9・10時限 16:40-18:10 16:40-18:10 

 

③ 授業担当教員は毎回の授業開始時に、継続した咳や熱がある学生がいないか確認

を行う。体調が悪い学生がいた場合には、教員の判断で、『特別欠席扱い』とし、自宅

やアパート等で経過観察を行わせることができる。教員が判断に迷った場合には、安

全衛生保健センターに相談の上、経過観察とするか否かを決定する。 

経過観察期間中、特別欠席扱いとなった授業科目については、経過観察後速やか

に特別欠席願（基礎教育科目は様式が異なるので留意。）を「経過観察体調チェックシ

ート」と合わせて所属の教務・学生担当係へ提出してください。 

④ 「外務省感染症危険情報レベル２以上が発出されている地域」がある国（３月３１日現

在全世界が対象）からの渡航暦のある学生や新型コロナウイルス感染症確定患者の

濃厚接触者は、２週間（渡航者は、原則、宮崎入後２週間）は登校させず、アパート等

で経過観察を行わせ、クラス担任等は健康状態の把握を行う。（この間は『特別欠席

扱い』とする。上記③同様、経過観察後速やかに特別欠席願を提出すること。） 

⑤ 教室の窓や扉は開放し、換気が十分に行われるようにする。 

⑥ 教員は、原則、マスクをして授業を行う。 

⑦ 教室では、学生は教員から、なるべく３ｍ以上離れた席を使用する。学生同士は、で

きるだけ手の届かない範囲で着席することとする。手が届かない範囲での着席ができ

ない密集度の高い教室での授業においては、授業の一部を遠隔で行うなどして、３つ

の条件（①換気の悪い密閉空間、②多くの人が密集、③近距離での会話や発声）を可

能な限り排除するよう工夫する。 

⑧ 各学部・研究科においては、科目・教室ごとに学生の座席を指定するなど、可能な限

り座席が把握できるよう努める。 

⑨ ①から⑧までの措置に関わらず、各学部・研究科の個別の事情により、必要な措置

を講ずることがある。 

 

（３）授業開始までの間及びキャンパス外での過ごし方 

学生は、４月２２日からの授業開始までの間及びキャンパス外では、次のとおり過ごす

こと。 

① 経過観察体調チェックシート１により、毎朝体温と体調の確認を行うこと。３７．５℃以

上の熱がある場合には、所属学部の教務・学生担当係へ（休日の場合、直近の平日

に）電話で連絡し、別紙１に従い経過観察を行うこと。 



② サークル等課外活動や宴会、コンパ、多くの人が集まるイベント等への参加は行わ

ないこと。 

③ 帰省や遠方への旅行を含め、宮崎県を越えての移動は、原則禁止する。宮崎県を越

えて移動した場合には、帰宮後２週間は自宅待機とし、キャンパス内への立ち入りを

禁止する。自宅待機中は、経過観察体調チェックシート１により毎朝体温と体調の確認

を行うこと。 

④ キャンパス内だけでなく、生活必需品の買い出しなどの外出時にもマスクの着用をで

きるだけ行うこと。 

 

（４）キャンパス内での生活について 

① 学生は、手洗い、咳エチケット（別紙３）を確実に実施すること。また、サークル等課外

活動や宴会、コンパは、５月６日（水）まで禁止する。ただし、屋外で、学生同士の接触

がなく、一定距離を確保できる活動は行うことができる。 

※ 課外活動は、キャンパス外における活動及び大会参加も５月６日（水）まで禁止。 

※ グランド等で直接接触したり、道具を介して間接的に接触する行動は禁止。 

※ ランニング等において、吐いた息がかかるような距離での行動は禁止。 

※ 部室や更衣室などにおいては、３つの条件（①換気の悪い密閉空間、②多くの人

が密集、③近距離での会話や発声）を可能な限り排除するよう工夫する。 

※ これらの措置の５月７日（木）以降の取り扱いについては、感染の状況を踏まえ判

断しますので、４月下旬から５月上旬頃に改めてお知らせいたします。 

③ 学食での混雑が緩和するよう、授業時間を調整したり、利用できる学部を時間帯で

指定する場合がある。また、学食では可能な限り会話を自粛すること。 

④ 学生が教室等において、弁当など食事を取る場合には、学生同士が向かい合わせと

ならないようにし、会話も可能な限り自粛すること。学部・研究科によっては、教室での

食事を禁止している場合があるので、その場合には、学部・研究科の取り決めに従うこ

と。 

 

（５）就職活動について 

① 就職活動を行う学生は、県外へ移動しての就職活動は、当分の間、原則禁止する。 

② 企業等に対しては、Webによる面接や期日の延期などを依頼すること。 

③ 要請が聞き入れられない場合は、指導教員等に相談し、指示を仰ぐこと。 

④ 指導教員との相談の結果、就職活動のため、どうしても県外へ行かなければならな

い場合には、事前に離県伺（別紙４）により学科長等の承認を得ること。 

⑤ 学科長等が真に必要な就職活動であると認めた場合は、次のとおり取り扱う。 

※ 県外では就職活動以外の行動は厳に慎むこと。 

※ 県外での就職活動中は、行動履歴及び健康状態を記録すること。 

※ 帰宮後２週間は自宅待機とし、キャンパス内への立ち入りを禁止する。自宅待機中

は、経過観察体調チェックシート１により毎朝体温と体調の確認を行うこと。 

※ 自宅待機期間は、特別欠席扱いとして認められる場合がある。 

  

（６）ゴールデンウィーク期間を含め県外への移動の禁止 

学生は、国立大学協会会長より令和2年3月5日に発せられた要請（別紙５）の趣旨を

踏まえ、感染リスクを最小限に抑えるため、３条件（①換気の悪い密閉空間、②多くの人

が密集、③近距離での会話や発声）が重なる場所へ行かないなど、責任ある行動を取る

とともに、ゴールデンウィーク期間も含め、当分の間、海外旅行は当然のこと、人が集ま

る場所や帰省など、宮崎県を越えての移動は、原則禁止する。 
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【提出先；指導教員等→各学部・研究科教務・学生担当係】 

提出日；   年  月  日 

離 県 伺 
（新型コロナウイルス対策下の就職活動に対する特例） 

 

所属学部・研究科 
 

学科・専攻等 
 

学籍番号  氏 名  

 

行 先 

・選考を受ける企業等名 ： 

・選考場所（都道府県） ： 

・移動経路：宮崎→                →宮崎 

 

（※1 経由地及び交通手段も記入する） 

選考日       年     月     日 

※２離県期間 

離県年月日：      年     月     日 

帰宮年月日：      年     月     日    

自宅待機終了日 

（帰宮日から２週間後） 
      年     月     日まで 

※1 経由地は、乗降した都市名を記載すること。 

※2 離県期間は、通常の欠席扱いとなります。 

○企業等からの選考日程の通知文（メール文でも可）があれば、添付してください。 

確認事項（企業等への対応状況について） いずれかにチェックしてください。 

 

１．大学からの要請文を企業等へ提示しましたか     □はい（ / ） □いいえ 
 

２．指導教員等へ相談を行いましたか          □はい（ / ） □いいえ 

 

３．指導教員等から企業等への要請を行いましたか    □はい（ / ） □いいえ 

 

指導教員等の所見： 

  

【学科長等はどちらかに押印してください】 

 

 離県することを 

           

    ・認める  学科長等     印     ・認めない  学科長等    印 
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令和２年３月５日 

 

 

学生の皆さんへ 

 

 

国立大学協会 

会長 永田 恭介 

 

 

新型コロナウイルスに関する対応について 

 

 

新型コロナウイルスに関する世界的な流行が懸念され、我が国においても、全

国的に蔓延の危険性についての報道が連日なされています。 

政府においても新型コロナウイルス感染症対策本部において、今がまさに感

染の流行を早期に収束させるために極めて重要な時期であるとの認識から、感

染リスクに予め備えるために小中高校等の全国一斉休業の要請もなされたとこ

ろです。 

 学生の皆さんには、このような状況の中で、自分自身が感染のリスクを最小限

に抑えるための行動を是非取ってください。さらに重要なことは、特に若者は不

顕性感染（感染はしているが症状は出ない）の場合もあり、自分自身がスプレッ

ダー（感染源）となって、他者に感染させる可能性も十分にあることを自覚して

ください。 

この時期の帰省や旅行（海外も含む）など居住地域を越えての移動は感染リス

クが高まるのと同時に、全国に感染を広げることにつながりかねません。さらに

居住地域を越えて感染した場合には、感染源を特定することが困難となります

ので、居住地域を越えての移動は慎重に判断してください。 
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